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報道発表資料 
令和５年８月30日 

独立行政法人国民生活センター 

 

増加する美容医療サービスのトラブル 

－ 不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を！ － 
 

全国の消費生活センター等には美容医療サービス 1に関する相談が多く寄せられています。相

談件数は年々増加傾向にあり、2022年度は 3,000件を超え、過去５年で最多になりました。 

相談事例をみると、カウンセリングのために来院したところ、「今やった方がいい」「今やらな

ければ間に合わない」などと、その場での契約と施術を迫る勧誘がみられます。また、割引のあ

るモニター契約を勧めることで消費者に割安感を抱かせ、広告に載っている金額や消費者の予算

よりも高額な契約をさせているケースが目立ちます。 

美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありませんが、カウンセラー等から不安をあおられ

急かされて契約し、即日施術を受けた後で後悔しているケースなどがみられます。 

そこで、トラブル防止のため相談事例を紹介するとともに、消費者への注意喚起を行います。 

 

図１ PIO-NET2にみる美容医療サービスに関する相談件数 

 
  

                                                  
1 本資料における美容医療サービスとは、医師による医療のうち、「専ら美容の向上を目的として行われる医療サービス」を指

し、医療脱毛、脂肪吸引、二重まぶた手術、包茎治療、審美歯科、植毛等が主な施術（医学的処置、手術及びその他の治療）

である。 
2 PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等を

オンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。消費生活センター等からの

経由相談は含まれていない。本資料の相談件数は、2023年７月 31 日までの PIO-NET 登録分。 
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１．相談事例（( )内は受付年月、契約当事者の属性） 

【事例１】鼻の施術のカウンセリングに行き、「モニター価格もある」「今やった方がいい」と強

く勧められ、その場で契約して施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい。 

鼻先を尖らせる施術を検討しており、インターネットで検索して見つけた美容外科の無料メッ

セージアプリのアカウントを登録した。カウンセリングのみのつもりで予約して来院すると、個

室に案内され、カウンセラーによるカウンセリングを受けた。「鼻の先端を尖らせたい。切らない

手術を受けたい」と伝えると、「メッシュを入れると鼻筋が通る」と言われた。施術前後の画像を

見せられ、「モニター価格もある」「これからマスクを外す生活になったら手術したことが周りに

わかってしまう。今やった方がいい」と１時間半勧誘を受けた。「考える」と言ったが、「私も施

術を受けた。大丈夫だ」などと強く勧められ、圧を感じた。その後医師から説明を受け、鼻尖形

成と鼻先尖鋭、そのほか麻酔代等で、合計約 100 万円の契約をした。クレジットカード２枚で決

済し、そのまま施術を受けたが、鼻が腫れてしまった。元に戻してほしい。 

（2023年３月受付 20歳代 女性） 

 

【事例２】インターネットで見つけたＡＧＡ治療クリニックで「今やらなければ間に合わない」

と言われて約 190万円のモニター契約をした。不安をあおられて契約したので取り消したい。 

「発毛治療が月々1,500円～」「全額返金保証あり」というインターネット広告を見つけた。

月々1,500円であれば支払えると思い、来院予約をした。クリニックに行くと、カウンセラーが

頭皮や髪をチェックし、「ＡＧＡがもう少し進行すると手遅れになり治療できない。今なら間に

合うので、来院してもらってよかった」と言われ、間に合うならやったほうがよいと思った。次

に医師からも同じ話があり、注射と投薬のプランを勧められ、注射を 12回打つと効果が得られ

ると説明された。支払方法を聞くと、「ローン 60回払いの人が多い。モニターコースを申し込め

ば定価の半額となり、約 200万円で契約できる」と言われた。月々の支払は４万円で、当初の想

定よりも高額になるが、「今やらなければ間に合わない」と言われて契約した。その日のうちに

１回目の注射を打ち、内服薬を渡されたが、家に帰りよく考えたら、不安をあおられて高額な契

約をしてしまったと気が付いた。契約を取り消したい。 

（2023年２月受付 30歳代 男性） 

 

【事例３】美肌治療のカウンセリングを予約したがリフトアップのモニター契約を勧められた。

顔が少し腫れる程度と聞いて施術を受けたが、ひどく腫れてしまい、支払いに納得できない。 

インターネットの広告を見て、美顔器で肌を綺麗にする施術のカウンセリングを予約した。ホ

ームぺージには施術費用約３万円と記載されていた。ところが予約日当日にカウンセリングを受

けると、こめかみに糸を入れてリフトアップする施術を勧められた。「施術は１回で終わる。副

作用は顔が少し腫れる程度で、マスクをすれば問題ない。モニターになれば価格が安くなり、約

20万円だ」と説明された。クレジットカードの２回払いにすれば支払えると思い、契約した。

その後すぐに医師が来て施術が始まった。施術後、顔がひどく腫れているので、医師と看護師に

苦情を言うと、「時間が遅くトラブル対応の担当者がいないため帰宅するように」と言われた。

翌日、「顔が腫れて痛くて食事が取れない。施術代金を返金してほしい」と電話をすると、折り
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返し電話があり、「血管を損傷したようで、治るのに１か月かかる」と言われた。しかし「支払

いの取り消しも値引きもしない」と言われ、納得できない。 

（2023年２月受付 30歳代 女性） 

 

【事例４】駅前で声をかけられ、無料の医療脱毛の施術後にモニター価格で約 46万円の契約を

した。嘘の収入を書くよう指示されて個別クレジットを申し込んだので、解約したい。 

駅前で声をかけられ、３回無料の医療脱毛の勧誘を受けた。その場で施術日の予約を取り、数

日後クリニックに行った。無料の両脇脱毛の施術を 30分ほど受けた後、医療脱毛とエステ脱毛

の違いなどを説明された。「通常 60万円のところ、本日契約すればモニター価格で約 46万円に

なる」と言われ、本日限りで安くなるならよいと思い、承諾した。個別クレジットの２回払いを

申し込む際に、アルバイトを始めたばかりなのに年収を 110万円、貯金がないのに貯金額を 50

万円と記載するように言われた。そのようにしないと与信審査に通らないとのことで、クレジッ

ト会社から連絡があったら、申請したとおりに答えるよう指示された。お金がないため、契約を

無償で解除したい。 

（2023年１月受付 20歳代 女性） 

 

 

２．相談事例からみる問題点 

（１）消費者の不安をあおったり、モニター契約等による大幅な割引を提案して、即日契約・施

術を急かす 

 カウンセリングのために来院した消費者に対して、「今やったほうがいい」「今やらなければ間

に合わない」などと、施術の必要性を強調したり、不安をあおる勧誘が目立ちます。それに加え

て、モニター契約等による大幅な割引を提案することで、消費者に即日契約・施術を急かしてい

ます。 

 

（２）施術の手軽さを強調する説明により、消費者がリスクや副作用を十分に理解できていない 

カウンセリングで「私も施術を受けた。大丈夫だ」「副作用は顔が少し腫れる程度」などと説

明し、施術の手軽さを強調し、消費者がリスクや副作用を十分に理解しないまま契約・施術をし

ています。またカウンセリング予約時に希望していた施術とは別の施術や、広告に掲載されたプ

ランとは別の高額なプランを不意打ち的に勧誘されたという相談もみられます。 

 

（３）クレジット契約等の分割払いをしてでも契約をする消費者が多いように説明したり、虚偽

の年収や貯金額を申請するよう案内している 

予算よりも高額な施術について、「ローンで支払っている人が多い」などとクレジット契約等

の分割払いを勧めており、消費者が断り切れずに契約しているケースがみられます。また、クレ

ジット契約の与信審査を通すために、収入の少ない消費者に虚偽の年収や貯金額を申請させるな

ど、支払能力以上の契約をさせるような案内がみられます。 
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３．消費者へのアドバイス 

（１）今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契

約・施術をしないようにしましょう 

美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありません。「今すぐ施術を受ける必要がある」など

と不安をあおられたり、モニター契約等による大幅な割引を提案されたりしても、その場で判断

せず、いったん帰宅して周囲に相談するなど、慎重に検討してください。 

 

（２）施術前にリスクや副作用の確認をしましょう 

美容医療サービス等の自由診療では、医師は施術に伴う副作用や合併症のほか、施術費用及び

解約条件、保険診療での実施の可否、効果には個人差があることなどについても丁寧に説明する

ことが求められています 3。「切らない」「施術跡がばれない」など、手軽さが強調されている施術

もありますが、ダウンタイム 4やリスク・副作用等がまったくないわけではありません。施術の効

果やメリットだけでなく、リスク・副作用等について医師から説明を受け、しっかりと納得した

うえで施術を受けるかどうか判断してください。またカウンセリングを受ける前に、希望する施

術について自身でもインターネット等で情報収集し、リスク・副作用等を事前に確認しておきま

しょう。 

 

（３）クレジットを組んでまで必要な施術なのかよく考えましょう 

 クレジット契約等の分割払いを選択すると、月々の支払金額は少額になりますが、分割手数料

を含めた総額が高額となるケースがあります。今、分割払いの手数料を負担してまで必要な施術

なのか落ち着いて考えましょう。クレジット契約を行う際は、年収額など正しい内容を申告して

ください。断る場合は、「お金がない」ではなく、「契約しない」とはっきりと意思を伝えまし

ょう。 

 

（４）不安に思った場合やトラブルになったときは、消費生活センター等に相談しましょう 5 

不安に思った場合やトラブルになったときは、早めに最寄りの消費生活センター等に相談して

ください。 

※消費者ホットライン：「１８８(いやや！)」番 

最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の３桁の電話番号です。 

 

なお、一部の美容医療サービス 6は、期間が１か月を超え、金額が５万円を超える場合、特定商

取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む８日間はクーリング・オフ 7ができます。 

                                                  
3 厚生労働省「美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等について」（平成 25 年９月 27

日）https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0035&dataType=1&pageNo=1 
4 治療後、施術内容によっては腫れやむくみ、痛み、内出血等が起こる場合があるが、こうした症状が落ち着いて、日常生活

に戻れるようになるまでの期間を「ダウンタイム」という。 
5 消費生活相談の救済の対象は、原則、契約トラブル等の経済的な実被害です。医療の質のみに関する問い合わせや精神的な

損害を求める慰謝料の請求等は、専門家や弁護士へ相談してください。 
6 医療脱毛等を含む、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処

置、手術及びその他の治療（美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る）。一日で施術が完了す

る契約等は、特定商取引法の適用外。 
7 クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法はこちら https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html 
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 また、モニター料を得られることから、サービスを無料や格安で受けられると勧誘して契約さ

せる場合も、特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む 20日間はクーリング・オ

フができます。 

 

 

４．情報提供先 

・消費者庁（法人番号 5000012010024） 

・厚生労働省（法人番号6000012070001） 

・経済産業省（法人番号4000012090001） 

・内閣府消費者委員会（法人番号 2000012010019） 

・公益社団法人 日本美容医療協会（法人番号 4010005016755） 

・一般社団法人 日本美容外科学会（ＪＳＡＰＳ）（法人番号 1010005013078） 

・一般社団法人 日本美容外科学会（ＪＳＡＳ）（法人番号 7010005019920） 

・一般社団法人 日本クレジット協会（法人番号 1010005014126） 
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参考資料１ 

・消費者庁、厚生労働省「確認してください！美容医療を受ける前にもう一度」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04978.html 
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参考資料２ PIO-NETにみる美容医療に関する相談の傾向 8 

 

・2022 年度の契約当事者は女性が約８割を占めます。年代別件数は男女ともに 20 歳代が最も多

くみられます（図２）。 

・契約当事者年代別の相談件数の推移をみると、すべての年代で相談件数が増加しています（図

３）。また契約当事者が 18 歳、19 歳の相談が大きく増加し、2022 年度の相談件数は 223 件で

す。 

・2022年度の契約購入金額は、10万円以上 50万円未満が 1,323件（35.7％）で最も多く、50万

円以上 100 万円未満が 647 件（17.4％）と続きます（図４）。平均契約購入金額は、約 56 万円

です。 

・2022年度の支払方法をみると、個別信用が 851件（22.9％）で最も多く、２か月内払い（翌月

一括払いのクレジットカード決済等）が 836件（22.5％）、即時払（現金払い等）が 625件（16.9％）

と続きます（図５）。 

 

 

図２ 契約当事者の年代・性別件数 9（2022年度、ｎ＝3,684） 

 

   
  

                                                  
8 割合は 2022年度の総件数を 100 として算出し、小数点以下第２位を四捨五入した値であるため、図表の数値の合計が 100％

にならない場合がある。 
9 契約当事者性別が不明の相談を除く。 
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図３ 契約当事者年代別の相談件数の推移 

 

 

 

図４ 契約購入金額（2022年度、ｎ＝3,709） 
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図５ 支払方法の信用供与の有無詳細（2022年度、ｎ＝3,709） 

 

 

 

【参考】契約当事者が 18歳・19歳の相談の傾向と主な相談内容（2022年度） 

①相談の傾向 

・契約当事者の８割以上が女性。 

・高額な契約金額に関する相談のほか、クーリング・オフや施術のキャンセルに関する相談が目

立つ。 

・半数以上が保護者など契約当事者以外からの相談。 

 

②主な相談内容 

・医療脱毛をしたいと思いクリニックに出向き、特典がつくと言われてその場で契約してしまっ

た。他院と比較検討したいため、ク―リング・オフできるか。 

・娘が二重瞼形成の契約をした後、施術の予約を取り消した。支払った予約金を返金してほしい。 

・娘が鼻の整形施術を申し込んで代金の一部を支払い、翌日にキャンセルしたら、キャンセル料

を請求された。支払う必要があるか。 
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<title>増加する美容医療サービスのトラブル － 不安をあおられたり、割引のあるモニター契約を勧められても慎重に判断を！ － </title> 


